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　専任教員の研究旅費 【作成基準：2011年度実績】

（表３２)

国外留学※ 国内留学 学会等出張旅費

長期 短期 長期 短期 国外 国内

総 　　　額 0 600,000 － － 3,979,638 1,319,575 国外留学短期：特別研究1名

支 給 件 数 0 1 － － 20 42

総　 　　額 3,000,000 600,000 － － 2,119,247 2,664,865 国外留学長期：在外研究1名

支 給 件 数 1 1 － － 13 57 国外留学短期：特別研究1名

総　 　　額 0 600,000 － － 1,315,044 3,026,798 国外留学短期：特別研究1名

支 給 件 数 0 1 － － 13 55

総 　　　額 3,000,000 600,000 － － 1,314,382 2,731,140 国外留学長期：在外研究1名

支 給 件 数 1 1 － － 12 57 国外留学短期：特別研究1名

総　 　　額 3,000,000 0 － － 2,674,606 2,084,250 国外留学長期：在外研究1名

支 給 件 数 1 0 － － 24 24

総　 　　額 0 0 － － 510,220 2,119,550

支 給 件 数 0 0 4 56

学部・研究科等 備　　　考

社会学部・社会学研究科

法学部・法学研究科

国際学部・国際学研究科

文学部・文学研究科

経済学部・経済学研究科

心理学部・心理学研究科

1

支 給 件 数 0 0 － － 4 56

総　 　　額 0 2,100,000 － － 1,497,936 2,142,680 国外留学短期：特別研究2名

支 給 件 数 0 2 － － 14 62 (うち180日以上1名）

総　 　　額 0 0 － － 368,330 1,016,640

支 給 件 数 0 0 － － 0 17

総　 　　額 9,000,000 4,500,000 － － 13,779,403 17,105,498

支 給 件 数 3 6 － － 100 370

　　２　教員研究旅費には、前表「専任教員の研究費」（表31）は含めないでください。

　　３　それぞれの研究旅費の支給条件（例えば、受給資格、支給額の上限等）を備考欄に注記してください。

　　４　留学の「長期」とは、１年以上のものをいい、１年未満を「短期」とします。

計

法務職研究科

[注]１　2011年度の実績をもとに作表してください。
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［国外留学］支給条件
　※１　特別研究制

　※２　在外研究制
度

２．在外研究の期間は，1 ヵ年とする。この期間は，原則として，1 学年度とする。

１．本学の満67 歳未満の専任教員であって，任期の定めのない専任講師以上の本学教員として6 年以上勤務（通常の校務に従事）したものは，7 年目
  毎に本制度の適用を受けることができる。

２．本制度の適用を受けた研究者のうち，当該年度内に，連続して90 日以上国外において研究を行うものには，本人の願出により，国外研究補助金
  を支給することができる。本補助金60 万円の支給は，当該年度につき，1 回限りとする。

１．任期の定めのない准教授または専任講師として本学に就任したもので就任後満3 年を経過していること、また適用年度以前に｢特別研究｣あるいは
 「在外研究」の適用を受けていないこと。

３．就任時の年齢が満47 歳未満であり，明治学院大学在外研究員規則（以下「在外研究員規則」という。）による在外研究員に補されたことのない
  者が，180 日以上国外において研究を行う場合は，１ 回に限りこれを適用し，本補助金の金額は在外研究員規則第4 条第1項第1号に掲げる金額
 （300万円）の5 割とする。

【明治学院注大学　注記】

１．明治学院大学においては、国内留学（長期／短期）は存在しない。

２．各研究旅費の支給条件は下記のとおり。
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 [学会等出張旅費]

　＊学会出張旅費：専任教員１人につき上限150,000円 / 翌年度まで最大150,000円まで繰越可

　＊海外研究発表旅費：専任教員１人につき上限150,000円

３．以上の条件に基づき、在外研究に要する費用として，1 名につき「学校法人明治学院旅費規程」に定める宿泊料と航空賃とし，300 万円を上限
　とする。
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